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公立大学法人岩手県立大学 令和５年度計画 

第四期中期計画事項別の年度計画 

Ⅰ 大学の教育の質の向上に関する目標を達成するための措置 

１ 教育の質の向上等に関する目標を達成するための措置 

(１) 教育内容・方法・成果に関する目標を達成するための措置 

ア 教育内容及び方法 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

１ 四大学部・研究科及び短期大学部（以下「学部・研究科等」という。）において卒

業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）をアセスメント・ポリシーに基づ

き継続的に点検・評価し、これに基づき教育課程を改善する。また、情報化やグロー

バル化の進展による価値観の多様化や、地域課題への取組などこれからの社会を見

据えた教育課程を体系的に編成し、その実践に効果的な教育方法を展開する。併せ

て、いわて高等教育地域連携プラットフォーム等の場を活用して地域が求める人材

像を明らかにし、その構成機関と連携しながら、地域で活躍できる人材の育成を目指

した教育課程の充実を図る。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（１－１）学部・研究科等においてディプロマ・ポリシーの点検・評価が行われる

とともに、これを踏まえた教育課程が編成され、効果的な教育方法に

よって展開されている。（教育課程アセスメント結果報告書） 

（１－２）データサイエンスの基盤としての情報リテラシー及び異文化理解・異

文化交流のため語学、文化等の多面的なリテラシー育成の教育課程が

編成され、効果的な教育方法によって展開されている。（教育課程アセ

スメント結果報告書） 

（１－３）地域で活躍する人材育成を目指した教育課程が、より効果的に改善の

上、展開されている。（改善された教育プログラム） 

  

１ 学部・研究科等の人材育成目標やディプ

ロマ・ポリシーをアセスメント・ポリシーに

基づき点検・評価し、これからの社会を見据

えた教育課程となるよう、体系的な編成に

向けて検討する。 

２ いわて高等教育地域連携プラットフォー

ム等の場を活用して、地域企業や団体等と

の連携による本学教育プログラムの拡充の

可能性を検討する。 

 

イ 学修成果 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

２ 学部・研究科等及び高等教育推進センターにおいて、教育分野に係る各種データを １ 学部・研究科等及び高等教育推進センタ
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活用しながら、アセスメント・ポリシーに基づき、教育課程に係る学修成果の把握と

分析、評価に取り組む。また、アセスメント方法の点検・評価と必要な見直しにより

その改善を図る。教学ＩＲセンターにおいては、これら学修成果の把握等の検討の材

料となる全学アンケート等の実施とデータ収集及び分析を行う。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（２－１）学修成果把握の指標として利用できるアンケート制度等が整備されて

いる。学部・研究科等及び高等教育推進センターにおいて学修成果が

適切に把握され、点検・評価の報告書が公表されている。（教育課程ア

セスメント結果報告書） 

（２－２）学部・研究科等及び高等教育推進センターにおいてアセスメント方法

の点検・評価と必要な見直しが行われている。（教育課程アセスメント

結果報告書） 

（２－３）教学ＩＲセンターにおける教育関係データ収集や分析等の成果が、学

部・研究科等及び高等教育推進センターに有効に活用されている。（教

学ＩＲセンターの活動実績等に関する報告書） 

  

ーは、教学ＩＲセンターのデータを活用し

ながら、アセスメント・ポリシーに基づいた

教育課程の点検・評価を実施し、その結果を

学内外に公表する。 

２ 学部・研究科等及び高等教育推進センタ

ーは、アセスメント・ポリシーの評価方法を

検討し、必要な改善を行う。 

 

(２) 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

ア 教育の実施体制の整備 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

３ 学生が自らの学修状況を把握し、情報端末等を活用しながら主体的に学修を継続・

発展させることが可能となるよう、学内情報システムとしてのＬＭＳ（ラーニング・

マネジメント・システム）や、ラーニング・コモンズ等の学内学修環境における設

備・サービスの充実を図る。また、これからの社会に対応するために必要とされる数

理・データサイエンス・ＡＩや語学等を修得するための補充的教育や発展的教育を展

開する。図書資料をはじめとする学術情報資料の電子化の進展等の現状を踏まえ、学

術情報基盤と学生の主体的学修を支援する場としてのメディアセンターのあり方に

ついて検討を行い、その充実を図る。さらに、大学院をはじめとする教育研究組織に

係る点検・評価を行うとともに、地域社会のニーズを把握し、これらを踏まえて必要

な見直しを行う。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（３－１）学内情報システムとしてのＬＭＳ（ラーニング・マネジメント・システ

１ メディアセンター（図書館）のあり方の検

討に向け、現状と課題の把握を行う。 

２ ＬＭＳ（ラーニング・マネジメント・シス

テム）の、教育、学修への活用状況を把握し、

活用促進へのサポートを行う。 

３ これからの社会、世界に対応するために

必要なリテラシーとしての数理・データサ

イエンス、語学、アカデミック・スキルズ（大

学教育を受けるために必要なライティン

グ、リーディング、プレゼンテーションなど

の技術）を獲得するための補充的教育や発

展的教育の機会を整備する。 
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ム）や、ラーニング・コモンズ等の設備・サービスが整備され、また活

用されている。（教育環境の整備・活用等に関する報告書、卒業年次生

アンケートによる教育環境への満足度：毎年度 90％以上） 

（３－２）数理・データサイエンス・ＡＩや語学等を修得するための補充的教育

や発展的教育が展開されている。（教育環境の整備・活用等に関する報

告書、卒業年次生アンケートによる教育環境への満足度：毎年度 90％

以上） 

（３－３）学術情報資料の今後の電子化の進展に対応するメディアセンターのあ

り方についての方向性が示され、その充実に向けて必要な改善が行わ

れている。（教育環境の整備・活用等に関する報告書） 

（３－４）地域社会のニーズの把握とともに、教育研究組織の点検・評価と併せ

て定員を含めた組織のあり方の見直しが行われている。（教育研究組織

の検討・実施結果） 

  

４ 学部・研究科等に対する地域社会のニー

ズを把握する。 

 

イ 教育力の向上 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

４ 教職員が教育研究において担う役割・活動に対して求められる知識や技術を体系

化する。教職員の能力向上を図るため、全学的にＦＤ（ファカルティ・ディベロップ

メント）・ＳＤ（スタッフ・ディベロップメント）を継続的に実施する。学部・研究

科等及び高等教育推進センターにおいては、その専門性に応じ、より実践的なＦＤに

取り組む。また、教員の教育研究力を発展させるため、サバティカル研修制度の積極

的な活用を推進する。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（４－１）授業の内容及び方法並びに教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を

行うための教職員の課題や、求められる知識・技術が体系化されてい

る。（ＦＤ・ＳＤの実施状況等に関する報告書） 

（４－２）教職員の能力向上のため、ＦＤ・ＳＤやサバティカル研修制度が改善

され、積極的に活用されている。（ＦＤ・ＳＤの実施状況等に関する報

告書） 

（４－３）学内情報システムや情報機器等を活用した教育研究活動が行われ、効

果を上げている。（教育環境の整備・活用等に関する報告書、卒業年次

１ 教育研究活動等を適切に把握・評価する

ために、ＬＭＳ（ラーニング・マネジメント・

システム）と授業アンケートのあり方を検

討する。 

２ 学内で行われているＦＤ・ＳＤの実績を

集約して内容を分析し、それらが教育研究

において教職員が担う役割や活動に資する

ものとなっているかを検討する。 
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生アンケートによる教育環境への満足度：毎年度 90％以上） 

  

 

２ 入学者の受入れに関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

５ 入学志願者の動向や教学ＩＲデータ等に基づき学部・研究科等の入学者受入れ方

針（アドミッション・ポリシー）をはじめ、入学者選抜制度、志願者確保の取組、全

学的な運営体制等に関する点検・評価と必要な見直しを行う。また、能動的な探究心

を持つ多様な入学者の確保のため、高等学校等の教育機関や行政機関、企業等と連携

しながら、より効果的な入学者選抜制度への見直しや志願者確保のための取組を展

開する。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（５－１）志願者動向や教学ＩＲデータ等に基づき、アドミッション・ポリシー

を含めた入学者選抜の点検・評価と必要な見直しが行われている。（改

善された入学者選抜要項、学生募集要項等の公表資料） 

（５－２）能動的な探究心を持つ多様な入学者確保のための入学者選抜制度・志

願者確保の取組等が実施されている。（改善された入学者選抜要項、学

生募集要項等の公表資料） 

  

１ 令和５年度入学者選抜の志願者動向に係

る全学的な点検・評価を実施し、その結果を

踏まえ、選抜制度及び志願者確保に係る必

要な改善に取り組む。 

２ 令和４年度の高大連携事業の実施結果に

係る点検・評価結果を踏まえながら、高等学

校との連携の下に継続的に出張講義や大学

見学、高校教員と本学教員との意見交換な

どの事業を実施する。 

 

３ 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

(１) 修学支援・生活支援に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

６ 一人ひとりの学生が、安心かつ充実した学生生活を送ることができるよう、国・県

の施策などを踏まえた経済的な支援を継続して実施していくとともに、本学独自の

経済的支援を必要に応じて見直しながら継続して実施する。また、学生が主体的に取

り組む地域貢献に資する地域づくりやボランティア活動、スポーツや文化振興など

の課外活動について、後援会、地元企業、本学関係者等の協力を得ながら学生の活動

を支援する。加えて、多様な学生の個性を尊重し、学生が自分らしい学生生活を送る

ことができるよう現状と課題を整理しながら、生活上の困難、悩み、不安を抱える学

生、合理的な配慮を要する学生等に対する支援の充実に取り組む。 

〈達成状態（評価指標）〉 

１ 学生が安心して修学継続できるよう国や

大学独自の授業料減免や奨学金制度及び支

援事業を活用した経済的支援を適切に行

う。 

２ 後援会や地元企業、本学関係者等の協力

を得ながら課外活動の支援を行う。 

３ 学生支援委員会等において各学部と本部

との連携を図り、現状と課題を整理しなが

ら学生生活の支援を行う。 
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（６－１）学生のニーズに応じた経済支援や学生生活支援が行われている。（卒

業年次生アンケートにおいて学生生活が充実したとする肯定的な意見

の割合：毎年度 90％以上） 

（６－２）生活上の困難、悩み、不安を抱える学生、合理的な配慮を要する学生

等に対して、きめ細かい相談支援を行う体制ができている。（卒業年

次生アンケートにおいて学生サポートサロンの利用満足度：毎年度

90％以上） 

（６－３）多様な学生の個性に対する理解を深める取組が行われている。（策定

されたガイドライン、多様な学生の個性に対する理解促進のための啓

発活動の実施報告書） 

  

４ 令和４年度に開催した学生との意見交換

会の結果を踏まえ、学生の意見を聴く仕組

みを構築・試行し、学生の意見を聴く機会の

あり方を検討する。 

５ 学生サポートサロンの運営及び相談対応

を着実に実施する。また、特別な支援を要す

る学生に対し、適切に配慮された支援を提

供する。 

６ ＬＧＢＴ等に対する相談支援を実施する

ほか、ガイドラインの検討を進め、学内の意

識醸成に取り組む。 

 

(２) 進路支援に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

７ キャリア教育やインターンシップ等を通して社会情勢に応じた学生の就業力の育

成を図るとともに、教学ＩＲのデータ等を活用した就業力の評価によるキャリア教

育等の更なる充実を図る。また、学生からの相談記録を学籍に基づいてデータベース

化する等、業務のシステム化を図るとともに、個々の学生の希望に沿った進路支援を

行う。加えて、学生の就職活動動向を分析し、県や経済団体等の関係機関と連携した

合同企業等説明会や業界セミナーの開催、インターンシップの参加促進等、県内就職

に向けた効果的な取組を行い、県内定着の促進を図る。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（７－１）学生の就業力育成のため、教学ＩＲのデータ等を活用した学生の就業

力の評価が行われ、キャリア教育等の充実に取り組んでいる。（策定

された就業力の評価基準） 

（７－２）個々の学生の希望に沿った進路支援が行われている。（卒業年次生に

対するアンケートにおいて、就職先は希望どおりだったと回答した学

生の割合：毎年度 80％以上） 

（７－３）県や経済団体等の関係機関と連携した取組により、学生への県内企業

の周知がなされ、理解が深まっている。（県内就職率：令和 10年度

53.5％以上、県内出身者の県内就職率：令和 10年度 65％以上） 

  

１ 「インターンシップを始めとする学生の

キャリア形成支援に係る取組の推進に当た

っての基本的考え方」（令和４年６月 13 日

一部改正 文部科学省・厚生労働省・経済産

業省）を踏まえたインターンシップへの対

応を行う。 

２ 教学ＩＲのデータ等を活用した学生の就

業力の評価に向けて、評価指標及び手法の

検討に着手する。 

３ 学生の進路相談記録について、学籍情報

に基づいて蓄積・管理できるようデータベ

ース化を行い、運用を開始する。 

４ 学生の進路支援及び県内就職促進のた

め、合同企業等説明会等を企画し実施する。

また、学生の県内就職に係るこれまでの取

組を整理し課題を把握する。 
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Ⅱ 大学の研究及び地域・国際貢献に関する目標を達成するための措置 

１ 研究に関する目標を達成するための措置 

(１) 研究の水準に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

８ 研究水準の向上を図るため、競争的研究資金を活用しながら、本学の特色を生かし

た学際的な研究、現代社会や地域社会の課題解決につながる実学・実践を重視した研

究に重点的に取り組むとともに、研究活動に関する研究環境や条件を整備するため

の方針を策定し、研究環境等の改善を図る。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（８－１）学際的な研究領域による本学の特色を生かした研究や国内外で評価さ

れる独創的な研究が行われている。（科学研究費助成事業等の採択件

数：計画期間終了時の年平均 115件以上） 

（８－２）現代社会や地域社会の課題解決につながる実践的な研究が行われてい

る。（自治体、企業等との共同研究、受託研究の件数：共同研究 計

画期間終了時の年平均 58件以上、受託研究 計画期間終了時の年平

均９件以上） 

（８－３）研究活動に関する環境や条件を整備するための方針を策定し、研究環

境等の改善が進められている。（策定された方針、改善事例：計画期

間終了時の累計３例） 

  

１ 本学の特色を生かした学際的な研究に取

り組むため、学内競争研究費の在り方を見

直し、実施するとともに、自治体などが抱え

る課題を解決する実践的な研究に取り組

む。 

２ 研究活動に関する研究環境や条件を整備

するための方針策定に向けた全学組織を設

置し課題抽出等、具体の検討に取り組む。 

 

(２) 研究の成果に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

９ 研究成果について、学会発表や論文投稿をはじめ、機関リポジトリへの掲載や展示

会への出展等によりその可視化や国内外への積極的な発信を行い、また、研究成果に

基づく知的財産の創出を図ることにより、社会への還元を促進する。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（９－１）研究成果が可視化され、国内外に広く知られている。（機関リポジト

リ登録件数：計画期間終了時の累計 480件以上） 

（９－２）研究成果が社会への還元を目指して積極的に発信されている。（研究

成果の認知度向上を目指し改善された発信方法） 

１ 研究成果の可視化のため学内研究者の情

報を研究者情報システムに集約し、研究業

績の更新や機関リポジトリ、Webサイト、各

学部紀要、展示会等で研究成果を広く発信

する。 

２ 知財財産の権利創出につながるよう啓発

活動を実施する。 
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（９－３）本学学生や教職員の研究成果として、知的財産が創出されている。

（発明届受理件数：計画期間終了時の年平均７件以上、特許出願数：

計画期間終了時の年平均６件以上） 

  

 

(３) 研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

10 競争的研究資金の応募を促進するため、積極的な資金情報の収集やコーディネー

ト機能などの支援体制の充実強化に取り組む。また、岩手県立大学等における公的研

究費の不正防止計画に基づき、研究費に関するコンプライアンス教育や不正防止に

向けた啓発活動等の取組を推進することにより、研究費の適正な管理・運営を徹底

し、研究活動における信頼性の確保・向上を図る。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（10－１）競争的研究資金の応募率向上に向けコーディネートなどの支援体制が

充実強化している。（応募率：計画期間終了時の年平均全教員の 88％

以上） 

（10－２）不正防止に向けた恒常的な取組が行われている（教職員を対象とした

研究費コンプライアンス研修会等報告書） 

  

１ 国や民間企業等の公募情報を幅広く収集

し、効果的な情報提供をするとともに、教員

へのマッチングの効率化を図る。 

２ 科学研究費補助金の活用を促進するため

採択率向上のため「科研費採択率向上支援

チーム」の機能を強化し、取組を推進する。 

３ 本学における研究活動の信頼性の確保・

向上を図るため、安全保障輸出管理を着実

に運用するとともに、e-ラーニング等によ

る研究倫理教育等、教職員の研究倫理の意

識向上を図るための取組を推進する。 

 

２ 地域・国際貢献に関する目標を達成するための措置 

(１) 地域・国際社会への貢献に関する目標を達成するための措置 

ア 地域社会への貢献 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

11 自治体や地域団体等との協働により、地域課題解決に向けた調査研究を推進し、そ

の研究の成果を地域社会に実装する取組や地域課題解決に取り組む自治体職員を支

援する取組を推進する。また、地域ニーズに対応した社会人専門教育を実施するとと

もに、県民向けに生涯学習の機会を提供する公開講座や、Society5.0 の実現に向け

て求められる学びとして、数理・データサイエンス・ＡＩ等のリテラシーに関する講

座や児童・生徒を対象とするプログラミング講座等を実施する。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（11－１）地域課題解決に向けた調査研究が活発に行われ、研究期間終了後のフ

１ 自治体等と連携した地域課題解決に向け

た共同研究等を実施するとともに、研究活

動終了後の追跡調査等の取組により研究成

果の地域社会への実装を促進する。 

２ 地域課題解決に向き合う自治体職員の学

び合いの場を継続的に提供し、自治体職員

の課題解決能力の向上や学び直しに対する

意識醸成を図る。 
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ォローアップ調査等の実施などにより、その成果を地域社会に実装す

る取組が促進されるとともに、地域課題解決に取り組む自治体職員を

支援する取組が行われている。(地域協働研究等の研究成果及びフォ

ローアップ調査等結果報告書、いわて総合政策研究会の開催実績報告

書） 

（11－２）社会人向けに実践的・専門的な学びを提供する場として、学部・研究

科等及び高等教育推進センターの独自性を生かした講座が提供されて

いる。（社会人対象講座の開講数：計画期間終了時の年平均 10講座以

上、受講者数：計画期間終了時の年平均 1,200人以上） 

（11－３）県民向けに現代社会の知識・教養を提供する場として、様々なテーマ

の講座が提供されている。（公開講座の開催実績報告書） 

（11－４）Society5.0の実現に求められるリテラシーとして、数理・データサ

イエンス・ＡＩ等の講座やプログラミング等を習得できる機会が提供

されている。（「数理・データサイエンス・ＡＩ塾」及び各種プログラ

ミング講座等の開催実績報告書） 

  

３ 地域ニーズに対応した学部等の特性や専

門性を生かした社会人専門教育を実施する

とともに、本学の特性を生かした公開講座

やデジタル社会におけるリテラシーの向上

を図る講座等を継続して開催する。 

 

イ 国際社会への貢献 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

12 多文化を理解する力とコミュニケーション能力及び国際感覚を涵養する教育課程

を編成するとともに、学生が多様な国・地域の文化に触れ、活動することができる機

会や制度を整備することにより、国際化に対応できる人材を育成する。また、海外の

教育研究機関との連携や研究交流等により学術研究の国際化を推進し、国際交流協

定機関との交流を拡充するとともに、地域社会の国際化を支援するため、県内の国際

交流団体との連携を強化する。さらに、本学における国際交流の推進のあり方や推進

体制の強化について、全学的な方針の下にその戦略を定め、国際交流活動の一層の充

実を図る。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（12－１）多文化を理解する力とコミュニケーション能力並びに国際感覚を涵養

するための語学教育及び国際教育プログラムの教育課程が編成されて

いる。（語学教育及び国際教育に関する学生アンケートの満足度） 

（12－２）学生が主体的に多様な国・地域の文化に触れ、活動することができる

１ 本学における国際交流の推進のあり方や

推進体制の強化について、全学的な方針の

下に戦略を定める。 

２ 語学教育について点検・評価し、多文化を

理解する力とコミュニケーション能力、及

び国際感覚を涵養するための教育課程の編

成に向けた検討を行う。 

３ 研究者間の国際的な研究交流を推進する

ため、国際学会等への参加を促進する取組

を行う。 
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機会や支援制度が整備され、利用する学生が増加している。（国際文

化交流事業及び留学制度を活用する学生数） 

（12－３）研究者間の国際的な研究交流が進んでいる（国際学会発表件数、国際

交流協定機関との人的交流実績数） 

（12－４）国際交流に関する戦略の下に取組が行われている。（策定された戦

略、戦略に基づく取組状況報告書） 

  

 

(２) 産学官連携の強化に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

13 産業界や自治体等との連携により、地域産業を支える高度技術者の養成を図るた

めの最新技術等に係る講座を開催するとともに、本学に隣接する集積企業との連携

体制を整備し、研究や人材育成等の取組を推進する。また、知的財産の活用促進の取

組などにより、産学共同プロジェクトやオープンイノベーションを推進する。さら

に、これらの取組を推進していくために必要な体制の充実強化を図る。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（13－１）最新技術等に係る地域産業人材の育成の取組が産業界や自治体等と連

携して実施されている。（高度技術者養成講座の受講者数：計画期間

終了時の年平均延べ 100人以上） 

（13－２）本学に隣接する集積企業との連携体制が確立され、様々な取組が実施

されている。（集積企業との取組実績：計画期間終了時の年平均５件

以上） 

（13－３）産学共同プロジェクトを展開し、本学の保有する知的財産が活用され

ている。（ライセンス契約件数：計画期間終了時５件以上） 

（13－４）産学共同プロジェクトやオープンイノベーションを推進するために必

要な知的財産や法務等に係る体制について充実強化が図られている。

（知的財産の効果的活用に係る検討及び取組状況報告書） 

  

１ 産学官の連携により、地域産業のニーズ

等を踏まえた高度技術者養成講座を開催す

る。 

２ 大学に隣接する集積企業との連携による

研究や人材育成等の取組について検討を進

めるとともに、連携事業を試行的に実施す

る。 

３ 専門家の協力の下、知的財産の活用促進

を図っていくための体制の実現に向けた検

討を進める。 

 

３ 重要な地域課題の解決に向けた取組に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

14 「北いわて産業・社会革新ゾーンプロジェクト」の推進に向け、全学的な研究や人 １ 北いわて産業・社会革新ゾーンプロジェ
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材育成等により、将来を見据えた地域課題の解決や地域社会の未来を担う人材の育

成など地域貢献に資する活動を展開する。また、防災や危機管理、大規模災害からの

復旧・復興に関する地域課題の解決を支援するため、防災復興支援センターを設置

し、関係自治体と連携しながら防災・復興に関する調査研究や人材育成、学生ボラン

ティア活動支援等の取組を推進する。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（14－１）北いわて地域において、多様な主体の協働によるプロジェクトが展開

されている。（プロジェクトの取組件数：計画期間終了時の年平均５

件以上） 

（14－２）防災復興支援センターの取組が県内各地で展開されている。（防災復

興支援センターにおける調査研究や人材育成等の取組実績報告書） 

  

クトの推進に向けて、東京大学等との連携

による「共創の場形成支援プログラム」

(COI-NEXT)に県とともに参画し、学びの拠

点整備やまちづくり学習、再生可能エネル

ギーの活用による産業振興等に係る研究等

に取り組む。 

２ 防災復興支援センターを設置し、地域防

災力の向上や災害マネジメントサイクルの

モデル作成、防災ＤＸ等の防災・復興に係る

調査研究のほか、人材育成やボランティア

活動支援に取り組む。 

 

Ⅲ 法人経営に関する目標を達成するための措置 

１ 法人経営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

(１) 法人経営の改善に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

15 教育研究環境や地域社会のニーズの変化に対応した法人経営を行うため、理事長、

学長、副学長等による協議を適時適切に行い、迅速かつ的確に意思決定するととも

に、新たな課題に対応するために必要な取組の企画や実施を行う組織等を設置する。

また、法人経営のガバナンス機能を高めるため、主要な会議委員への外部有識者の活

用を図るほか、外部有識者からの意見などを取り入れる機会を積極的に設ける。教職

員が働きやすい環境を構築するため、ＩＣＴを活用した教育研究を支援するサービ

スを広く展開し、業務を効率的かつ効果的に支援する学内情報システムの整備を行

うとともに、働きやすい職場づくり、男女共同参画をより一層推進するための具体的

な方針を新たに策定し、その方針に基づき、次世代育成支援及び女性活躍推進のため

の一般事業主行動計画の改定やワークライフバランスのための各種支援制度の充実

等に取り組む。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（15－１）全学的な新たな課題への対応を検討するための組織等を設置し、課題

に対する取組内容が検討されている。（対応の方向性が取りまとめら

れ、具体的な取組が進められている課題数：計画期間終了時の累計３

１ 迅速かつ的確に意思決定するため、大学

運営会議や、必要に応じて理事長・学長・副

学長会議等を開催する。 

 また、ガバナンス機能の高い法人経営を

行うため、外部有識者を構成員に含む役員

会議や経営会議等を定期的に開催する。 

２ 特定課題対応準備室において、国際交流

に係るワンストップサービスの提供や研究

面での国際交流の推進、滝沢市ＩＰＵイノ

ベーションセンター入居企業等との連携、

カーボンニュートラルに向けた脱炭素の取

組の推進等についての検討を進め、推進体

制や取組内容について、一定の方向性を取

りまとめる。 

３ 各種業務の効率化に向け、電子決裁やク
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件以上） 

（15－２）教育研究及び日常業務を実施するためのクラウドが利用できる環境が

整備されている。（第６次岩手県立大学情報システム整備計画に基づ

く整備報告書） 

（15－３）各種業務の効率化に係る学内情報システムが整備されている。（第６

次岩手県立大学情報システム整備計画に基づく整備報告書） 

（15－４）働きやすい職場づくり、男女共同参画をより一層推進するための具体

的な方針が新たに策定され、取組が進められている。（働きやすい職

場づくり、男女共同参画をより一層推進するための新たな方針） 

（15－５）男女共同参画やワークライフバランスなどのための取組が実施され、

教職員が働きやすい職場環境の整備が進んでいる。（次世代育成支援

及び女性活躍推進のための一般事業主行動計画に定める目標値 教職

員管理職に占める女性の割合：計画期間終了時 25％以上、男性職員

の育児休業率：計画期間終了時 20％以上） 

  

ラウド環境移行等に向けた検討を行い、具

体的な実施計画をまとめる。 

４ ダイバーシティ推進室を設置し、ダイバ

ーシティ推進に関する基本方針を策定する

とともに、ワークライフバランスや男女共

同参画に関する意識を高めるため、育児や

介護等をテーマに、研修会を開催する。ま

た、育児や介護の関係制度を周知するため、

教職員が利用可能な制度に関する手引きを

更新し、学内 Webサイトに掲載する。 

 

(２) 教職員の確保・育成に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

16 大学設置基準等に定められた教員数を維持しつつ、教育研究の質の維持・向上を図

っていくため、教育研究に関する優れた実績や能力を有し、本学の建学の理念等への

理解があり、社会へ貢献する人材を計画的に確保する。なお、年齢構成、ジェンダー

バランス、実務経験などの多様性にも配慮する。また、教職協働による法人経営・大

学運営を推進するため、設置団体への職員派遣の要請及び専門人材の活用なども含

めた法人職員の計画的な採用を行い、事務局の職員体制を確保するとともに、計画的

にＳＤを行い、事務局職員の育成に取り組む。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（16－１）教員定数管理計画及び事務局職員定数管理計画に基づき、計画的な教

職員の採用、配置が行われているとともに、次期（第五期）中期計画

期間中の教員及び事務局職員定数管理計画の検討が行われ、策定され

ている。（第四期中期計画期間における教員及び事務局職員定数管理

計画に定める定員の充足率：毎年度 90％以上、第五期中期計画期間

における教員及び事務局職員定数管理計画） 

１ 教員の採用や昇任について、学長・副学長

と各学部・研究科等及び高等教育推進セン

ターとの事前協議を通じて、教員定数管理

計画との整合性や教員の年齢構成、ジェン

ダーバランスなどの多様性に配慮しながら

計画的に実施する。 

２ 事務局職員の採用、異動、昇任について、

事務局職員定数管理計画との整合性やジョ

ブローテーションによるキャリア形成、マ

ネジメント層への法人職員の配置などに留

意し計画的に実施する。 

３ 事務局職員の資質能力の向上に資するた

め、実務能力向上研修や階層別研修等の年

度計画を策定し、研修を実施する。 
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（16－２）事務局職員の高度化等に向け、岩手県立大学事務局人材育成ビジョン

＆プランの見直しが行われている。（岩手県立大学事務局人材育成ビ

ジョン＆プラン改訂版） 

（16－３）教職協働を推進するため、上記岩手県立大学事務局人材育成ビジョン

＆プランを踏まえた体系的な研修計画に基づき、事務局職員の育成、

能力向上が図られている。（必修研修の受講率：毎年度 75％以上、所

属別研修の実施に伴う研修費の執行率：毎年度 85％以上） 

  

 

(３) 事務等の効率化・合理的な執行に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

17 法人経営に関わる事務等の効率化・合理化を促進するため、学内情報システムを活

用した業務の効率化等を推進する体制の充実、職員が情報スキルを獲得するための

研修等の機会の提供に取り組むとともに、業務マニュアルの導入、業務手順の見直し

等により、定型業務の標準化、効率化を図り、業務改善を恒常的・継続的に推進する。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（17－１）学内情報システムの効果的な運用を推進するため、学内情報システム

運営センターによる全学的な情報システムの運営が行われている。

（改定された学内情報システム運営センター運営要領） 

（17－２）情報スキルを教職員が日常業務に活かすための情報スキル研修会等の

機会を提供する。（研修会等実施報告書） 

（17－３）業務マニュアルの点検や整備、業務手順の見直し、ペーパーレス化等

により、業務の効率化の取組が進められている。（業務の効率化に関

する表彰件数：毎年度１件以上、計画期間終了時の累計６件以上） 

  

１ 各所属で業務の効率化や業務マニュアル

の点検、新たな業務マニュアルの整備につ

いて検討を行い、検討結果を事務局会議に

おいて各所属から報告することにより、業

務の効率化等の手法について事務局内で情

報共有を図る。 

２ 情報システム運営センターで取り扱う議

題や課題を整理し、学内の情報システム環

境を継続的に整備していくための体制を整

える。 

３ 教職員の業務スキル向上を目的とした研

修プログラムを検討し、試行的に実施する 

 

 

２ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

(１) 自己収入の確保に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

18 自己収入の確保を図るため、授業料の適切な収納に努めるとともに、同窓会や産業

界等に対し、寄附金の使途等の周知も図りながら、未来創造基金への支援要請を定期

授業料等の学生納付金の適切な納入につい

て、保証人等に働きかけるとともに、寄附金等
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的に行うほか、社会状況の変化や他大学の動向等を踏まえ、必要に応じて学生納付金

の改定の検討等を行う。また、学内活動の施設利用状況を踏まえ、地域住民等学外者

による体育施設等の利用促進に向けた取組を行うことにより、適正な利用料のもと、

施設の有効活用を進める。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（18－１）授業料等学生納付金の収納が適切に行われている。（授業料等学生納

付金の収納率：毎年度 99.9％以上） 

（18－２）未来創造基金への寄附金の積立が進んでいる。（計画期間終了時の累

計 第三期中期計画期間中の未来創造基金受入額と同額以上の寄附

額） 

（18－３）体育施設などの利用の促進に向けた取組が推進されている。（外部の

施設利用件数：計画期間終了時の年平均 110件以上） 

  

の自己収入源の確保・増収のため、寄附金の具

体的な使途の紹介も行いながら、寄附制度の

周知を図る。 

 

(２) 予算の効率的かつ適正な執行に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

19 本計画の達成に向け、教育研究の質の維持向上を図りつつ、財務内容の一層の健全

化、予算の効率的な執行を確保するため、自己点検・評価及び財務諸表分析の実施、

毎年度の予算編成方針の作成等により、事業の集中と選択、教職員のコスト意識の涵

養等に取り組む。また、学内業務の効率化及び資源の適正配分を進めるとともに、人

件費を除く一般管理費にシーリングを設定し、経常的経費の削減に取り組む。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（19－１）予算編成過程において、スクラップ・アンド・ビルドを意識した予算

調製作業が行われている。(毎年度の予算編成方針） 

（19－２）人件費を除く一般管理費の削減が行われている。（第三期中期計画期

間最終年度である令和４年度と本計画期間最終年度である令和 10年

度の予算比６％の削減） 

（19－３）会計に関する諸規程に基づき予算が適正に執行されている。（会計監

査人監査結果報告書） 

  

令和６年度予算編成方針により、事業の集

中と選択、教職員のコスト意識の涵養等に取

り組むとともに、人件費を除く一般管理費に

シーリング△1.0％を設定し、令和６年度予算

に係る経常的経費の削減に取り組む。 

 

３ 自己点検・評価・改善及び情報の提供に関する目標を達成するための措置 
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(１) 内部質保証制度の充実に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

20 全学内部質保証方針に基づき、内部質保証システムによる全学的なＰＤＣＡサイ

クルを継続的に運用する。学部・研究科等及び高等教育推進センターにおいては専門

分野別外部評価の実施により、改革・改善を推進する。これらを踏まえて、内部質保

証システムを検証し、全学内部質保証方針を改定する。さらに、大学運営及び教育研

究組織に係る現状と課題を整理し、組織運営に係る共通認識を図り、全学的な組織改

革を進める。加えて、次期認証評価受審に向けた体制の整備を進めるとともに、改定

後の全学内部質保証方針を反映した第五期中期計画を策定する。これら内部質保証

に係る取組により、教育研究、地域・国際貢献及び法人運営等の改善を図る。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（20－１）全学内部質保証方針を改定し、内部質保証システムの改善を図ってい

る。（改定された全学内部質保証方針） 

（20－２）全学内部質保証方針に基づき、全学横断的に分野ごとのＰＤＣＡサイ

クルを継続的に運用している。（各事業年度に係る業務実績の概要報

告書） 

（20－３）専門分野別外部評価と全学的評価ヒアリングを活用し、学部・研究科

等及び高等教育推進センターにおけるＰＤＣＡサイクルを継続的に運

用している。（専門分野別外部評価の概要報告書） 

（20－４）大学運営及び教育研究組織に係る現状と課題を踏まえた全学的な組織

改革ロードマップを作成し着手している。（組織改革ロードマップ、

組織改革進捗報告書） 

  

１ 令和４年度に受審した認証評価の結果を

踏まえ、全学的に必要となる改善に向けた

施策を検討し、取組スケジュールを策定の

上で着手する。 

２ 第四期中期計画を反映させた内部質保証

の取組推進に向けて、全学内部質保証方針

を一部改定するとともに、中期計画と年度

計画の全学的な自己点検・評価、分析の手続

を整理する。 

 

(２) 情報公開・情報発信の充実に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

21 ブランド力の向上を図るため、令和４年度に策定した広報方針に従って広報戦略

を策定し、広報の対象及び目的、本学の強みを明確にした上で、各種広報媒体を活用

し、戦略的に情報を国内外に発信する。また、令和 10 年度に迎える開学 30 周年の

機会をとらえ、「建学の理念」の下で培われてきた教育研究活動の成果を広く発信す

る。さらに、社会に対する説明責任を果たすため、法人経営の情報を適切に公開す

る。 

１ 第四期中期目標を踏まえた広報方針に従

って、本学の強み・本学らしさを明らかにし

た上で、広報戦略を策定するとともに、事務

局の広報推進体制の整備に向け、その役割、

人員配置について協議する。 

２ 統一的な広報媒体としてタグラインを制
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〈達成状態（評価指標）〉 

（21－１）広報方針に従って広報戦略を策定し、広報推進体制が整備されるとと

もに、学外ウェブサイトが刷新されている。（広報戦略、広報推進体

制に係る規程、刷新された学外ウェブサイト） 

（21－２）広報方針、広報戦略に基づいて各部局が本学の強み、本学らしさを生

かした情報発信を継続的に行っている。（広報活動記録） 

  

作し、本学の主要な情報発信媒体であるウ

ェブサイトについて、ウェブアクセシビリ

ティ方針を策定する。 

 

４ その他法人経営に関する重要目標を達成するための措置 

(１) 施設・設備の整備、活用等に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

22 社会や環境の変化に対応した良好な教育研究環境の整備、カーボンニュートラル

への対応等を推進していくため、岩手県立大学滝沢キャンパス再生計画（仮称）等や

学内ニーズ、さらには省エネルギー、脱炭素化への貢献の視点も踏まえながら、教育

研究に必要な施設・設備の整備・拡充、機能の充実等に取り組むとともに、教育研究

及び業務を実施する上で必要な光ファイバーケーブル網の更新などの情報ネットワ

ークの基盤整備に取り組む。また、学生寮や教職員の宿舎についても、適切、効率的

に維持管理を行い、快適な環境を提供することにより、入居者数の確保に努めるとと

もに、他用途による一部教職員の宿舎の活用策の検討等を行い、有効利用の取組を進

める。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（22－１）岩手県立大学滝沢キャンパス再生計画（仮称）等を踏まえ、具体的な

施設・設備の整備等に係る年次計画が検討され、その年次計画に基づ

き工事が実施されるなど、施設・設備が適切に管理されている。（施

設・設備の整備等年次計画の進捗率：毎年度 100％） 

（22－２）施設・設備の更新等により、本学における省エネルギー、脱炭素化が

進んでいる。（カーボンニュートラルに向けた取組を推進するために

新たに整備された全学的な体制、カーボンニュートラルに向けた取組

実績報告書） 

（22－３）全学的に情報ネットワークの基盤が再構築されるとともに、屋外通信

環境が整備されている。（第６次岩手県立大学情報システム整備計画

に基づく整備報告書） 

１ 滝沢キャンパス再生計画（仮称）を策定す

るとともに、施設・設備の整備等に係る年次

計画を策定し、施設の効果的な維持修繕や

計画的な大規模改修工事等を実施する。 

２ 滝沢キャンパス職員用宿舎の有効活用に

向けて、令和４年度に専門業者から提案さ

れた活用策の実現可能性を検討し、方向性

を決定する。 

３ 学内における無線通信環境の拡充を進め

る。また、ネットワーク帯域の増強に向けた

利用状況の把握・分析を行う。 
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（22－４）学生寮が有効に活用されている。（各学生寮入居率：毎年度 90％以

上） 

  

 

(２) 安全管理等に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

23 学生及び教職員の安全確保及び健康の保持増進を図るため、定期的な健康診断及

びストレスチェックを実施する。健康診断等の結果を踏まえ、学生に対しては、健康

で充実した大学生活を送れるよう、健康サポートセンターにおいて、心身の健康の自

己管理について指導、支援を行う。教職員に対しては、ストレスによる健康リスクの

低減を図るため、心身の健康に影響を与えるストレスの状況を所属単位で把握し、ス

トレス要因の改善等に向けた取組を進める。加えて、安全で衛生的な職場環境を確保

するため、職場巡視により、職場の危険個所等の把握、改善等に取り組む。また、防

災対策と危機管理対策について、必要な対策を講じるとともに、情報セキュリティ対

策については、その方針と規程を適宜改定し、日常的及び定期的な取組を進めるほ

か、各種データの保全対策を図りつつ、有効利用できる仕組みを確立する。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（23－１）定期的な健康診断等の実施により、学生及び教職員の健康状況等が把

握され、必要な指導が行われている。（学生、教職員ストレスチェッ

ク提出率：毎年度各 90％以上） 

（23－２）防災訓練を通じ、有事に際しての自身の役割を認識し、災害発生時に

迅速で適切な対応が可能となる体制が確保されている。（安否確認訓

練参加率：毎年度 80％以上） 

（23－３）危機管理対応指針に基づき、必要な対策を講じるため、リスクマネジ

メントに関する研修等への参加が計画的に行われている。（リスクマ

ネジメントに関する学外研修の受講者数：計画期間終了時の累計６

名） 

（23－４）クラウド環境を前提として、各種データが保全され有効利用できる仕

組みが整備されるなど、情報セキュリティに係る方針と規程の改定が

行われている。（改定されたセキュリティ・ポリシー） 

  

１ 学生及び教職員の安全確保及び健康の保

持増進を図るため、定期的な健康診断及び

ストレスチェックを実施する。 

２ 職場環境の点検等を行い、職場の危険個

所等の把握、改善等を進め、安全で衛生的な

職場環境を確保する。 

３ 災害発生時に迅速で適切な対応が可能と

なるよう安否確認訓練や被害回避行動訓

練、自衛消防隊の初期行動訓練や情報連絡

訓練を実施する。 

４ 近年の情報セキュリティの脅威を想定し

た情報セキュリティに係る方針と規約の見

直しに着手する。 
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(３) 法令遵守、人権意識の向上に関する目標を達成するための措置 

№ 第四期中期計画 令和５年度計画 

24 適正かつ健全な法人経営を行うため、事務局におけるコンプライアンス意識啓発

のための情報共有を定期的に実施するとともに、公正な研究活動や適正な予算執行

のための定期的な研修等の開催に取り組むことにより、教職員のコンプライアンス

意識の徹底を図る。学生サポートサロンやハラスメント相談窓口を通じて、多様な悩

みを抱える学生やハラスメントに対する教職員の相談支援を行うとともに、ハラス

メントに関する申立て事案に関する調査等を行うハラスメント防止対策委員会を運

営し、ハラスメントの防止等に取り組む。また、人権侵害防止についての意識の向上

を図るため、多様性の尊重やハラスメントの防止等に関する研修会の開催に取り組

む。 

〈達成状態（評価指標）〉 

（24－１）研究費コンプライアンスの研修や e-ラーニングによる研究倫理プロ

グラムなどが実施され、教員の研究費コンプライアンス意識が高い水

準で維持されている。研究倫理を順守し、公正な研究活動が行われて

いる。（e-ラーニング履修率：毎年度 100％） 

（24－２）事務局でコンプライアンスの取組が定期的に実施され、事務局職員の

コンプライアンス意識が高い水準で維持されている。（事務局におけ

るコンプライアンス取組の日の実施率：毎年度 100％） 

（24－３）ハラスメント防止対策に係る研修が実施され、教職員のハラスメント

防止に対する意識が高い水準で維持されている。（本計画期間終了時

点でのハラスメントに対する学長措置件数が第三期中期計画期間中の

件数未満） 

  

１ 本学における研究活動の信頼性の確保・

向上を図るため、安全保障輸出管理を着実

に運用するとともに、e-ラーニング等によ

る研究倫理教育等、教職員の研究倫理の意

識向上を図るための取組を推進する 

２ 事務局職員のコンプライアンスに関する

意識啓発を図るため、毎月 15日を「コンプ

ライアンス確立の日」に設定し、所属長訓示

や職員スピーチ等の取組を行う。 

３ 人権侵害防止についての意識の向上を図

るため、多様性の尊重やハラスメントの防

止等に関する研修会を開催する。 
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Ⅳ その他地方独立行政法人法に定める法定事項 

１ 予算 

(１) 予算 

令和５年度 予算 

    （単位：百万円） 

区   分 金   額 

収入 ６，６０７ 

運営費交付金 ３，７５４ 

諸補助金 ３７３ 

自己収入 １，６２３ 

授業料、入学料及び入学検定料 １，５０７ 

その他の収入 １１６ 

受託研究等事業収入 １２１ 

目的積立金取崩 ７３４ 

支出 ６，６０７ 

業務費 ５，０３２ 

教育研究費 ４，９７８ 

地域等連携費 ５３ 

一般管理費 １，４５３ 

受託研究等事業費 １２１ 

注）単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。 

 

 [人件費の見積り] 

期間中総額３，２６８百万円を支出する。（退職手当は除く。） 

 

(注１) 上記金額は、役員報酬並びに教職員給料、諸手当及び法定福利費に相当する費用である。 

(注２) 岩手県からの派遣職員を除く教職員の退職手当は、公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規

程に基づいて支給することとする。その額は各事業年度の予算編成過程において岩手県の「職員の

退職手当に関する条例」（昭和 28年岩手県条例第 40号）に準じて算定され、所要額が運営費交付

金として措置されるものである。 

 

 

(２) 運営費交付金算定ルール 

第三期中期計画期間における経営実績や剰余金の留保状況等を踏まえ、大学運営に

係る所要額を算定し、必要となる運営費交付金の額を算定している。 

 

(注１) 人件費については、教育研究費及び一般管理費に含まれている。 

(注２) 共通的経費については、面積割及び人員割等の合理的な方法により按分配分している。 
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２ 収支計画 

令和５年度 収支計画 

     （単位：百万円） 

区   分 金   額 

費用の部 ６，６１０ 

経常費用 ６，６１０ 

業務費 ５，８５６ 

教育研究費 ２，１９６ 

地域等連携費 ５３ 

受託研究費等 １２１ 

役員人件費 ２３ 

教員人件費 ２，６２７ 

職員人件費 ８３３ 

一般管理費 ５９６ 

財務費用 ０ 

雑損 ０ 

減価償却費 １５７ 

臨時損失 ０ 

収入の部 ７，２２５ 

経常収益 ５，７９８ 

運営費交付金収益 ３，７５４ 

授業料等収益 １，４７６ 

受託研究費等収益 １２１ 

補助金収益 ３３０ 

寄附金収益 ５ 

財務収益 １ 

雑益 １１１ 

臨時利益 １，４２７ 

純利益 ６１５ 

目的積立金取崩 ７３４ 

総利益 １，３４９ 

注）単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。 
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３ 資金計画 

令和５年度 資金計画 

                           （単位：百万円） 

区   分 金   額 

資金支出 ６，６０７ 

業務活動による支出 ６，４５２ 

投資活動による支出 １５４ 

財務活動による支出 ０ 

次期中期目標期間への繰越金 ０ 

資金収入 ６，６０７ 

業務活動による収入 ６，６０７ 

運営費交付金による収入 ３，７５４ 

補助金による収入 ３７３ 

授業料及び入学検定料等による収入 １，５０７ 

受託研究等による収入 １２１ 

その他の収入 １１６ 

前年度よりの繰越金 ７３４ 

投資活動による収入 ０ 

財務活動による収入 ０ 

注）単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。 

 

Ⅴ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

10億円 

 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等の発生等により緊急に必要となる対策費として

借り入れすることを想定する。 

 

Ⅵ 出資等に係る不要財産等の処分に関する計画 

なし 

 

Ⅶ Ⅵに規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし 

 

Ⅷ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設

備の改善に充てる。 
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Ⅸ 岩手県地方独立行政法人法施行細則で定める業務運営に関する事項 

１ 施設設備に関する計画 

中期目標及び中期計画を達成するために必要となる業務の進捗状況を踏まえ、施設設

備の整備や老朽度合等を勘案した改修等を行う。 

  

２ 人事に関する計画 

教育研究の質の向上を図るため、広く国内外から優れた教職員を確保するとともに、

大学の理念及び目的の実現に貢献する意欲的な教職員を育成する。また、併せて、人件

費の抑制に努める。 

 


